
 

船舶インシデント調査報告書 

令和元年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成３０年５月５日 １７時００分ごろ 

発生場所 沖縄県糸満
いとまん

市喜屋武
き ゃ ん

埼南南東方沖 

喜屋武埼灯台から真方位１６６°１４０.６海里付近 

（概位 北緯２３°４８.０′ 東経１２８°１７.６′） 

インシデントの概要  漁船第八隆
りゅう

清
せい

丸は、航行中、主機逆転減速機のクラッチが嵌
かん

合で

きなくなり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成３０年６月２６日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第八隆清丸、１９.９３トン  

ＯＮ２－０３６９、個人所有 

第２９６－１６５０１号（船舶検査済票の番号） 

ディーゼル機関、４サイクル、出力５５８.９８kＷ、回転数毎分

１,４００、６気筒、ボア１６０mm、使用燃料Ａ重油 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

機関長、六級（機関）（機関限定） 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

インシデントの経過等 本船は、船長及び機関長ほか６人（日本国籍１人、インドネシア共

和国籍５人）が乗り組み、北進中、主機逆転減速機のクラッチが嵌合

できなくなり、運航不能となった。 

機関長は、主機逆転減速機が手で触れられないほど発熱しているこ

と、また作動油量が規定量を満たしていないことを認めた。 

本船は、船長が船舶所有者に救助を依頼し、来援したタグボートに

えい
．．

航されて那覇市泊漁港に入港した。 

 

本船は、本インシデント後、機関修理会社担当者によって主機逆転

減速機のクラッチが開放され、作動油が劣化してタール状になってい

ること、及び前進側クラッチ板が摩耗して変形していることが判明し

た。 

分析  本船は、航行中、主機逆転減速機の作動油量が不足していたことか

ら、同減速機の前進側クラッチ板がスリップして発熱し、同クラッチ

板が変形してクラッチが嵌合できなくなり、運航不能となったものと

考えられる。 



 

原因  本インシデントは、本船が、航行中、主機逆転減速機の作動油量が

不足していたため、同減速機の前進側クラッチ板がスリップして発熱

し、同クラッチ板が変形してクラッチが嵌合できなくなったことによ

り発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・主機逆転減速機の作動油の量及び質を定期的に点検すること。 

 


